
子どものために保育士の処遇改善を求める意見書（案） 

 

 

 保育所は、安心して子どもを生み育てることができる社会の実現のため

に必要不可欠なものであり、その適正な運営について、子どもの発達を保

障し、子育て家庭を支え、子どもの命と安全を守るためにも保育士の増員

が急務となっている。 

 国は、令和５年４月に「こども家庭庁」を創設し、これまで以上に子ど

も関連施策を充実・推進することとしている。 

 今こそ国の責任のもと、保育士の増員につながるよう、迅速に処遇改善

を進めるべきである。 

 よって、国においては、必要な財源をしっかり確保し、公定価格の引き

上げにより、保育士の処遇改善を図ることを要望する。 

 

 以上、地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出する。 
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